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● 

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
○
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号
）
に
関
す
る
資
料 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
、
調
理
師
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
三
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と

い
う
。
）
及
び
調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
、
調
理
師
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
三
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と

い
う
。
）
及
び
調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

削
除 

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

削
除 

（
試
験
実
施
の
公
示
） 

（
試
験
実
施
の
公
示
） 

第
五
条 

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
理
師
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）

を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
試
験
期
日
、
試
験
場
、
受
験
願
書
の
提
出
期
限
そ
の
他
試
験

の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
試
験
機
関
（
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
試
験
事
務
（
同
項
に

規
定
す
る
試
験
事
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
部
を
行
わ
せ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

第
五
条 

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
理
師
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）

を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
試
験
期
日
、
試
験
場
、
受
験
願
書
の
提
出
期
限
そ
の
他
試
験

の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
県
報
に
公
告
す
る
。 

（
受
験
手
続
） 

（
受
験
手
続
） 

第
六
条 

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
試
験

機
関
が
試
験
事
務
の
う
ち
全
部
又
は
一
部
（
受
験
手
続
に
関
す
る
事
務
に
限
る
。
）
を
行

う
場
合
は
、
指
定
試
験
機
関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
六
条 

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

履
歴
書 

一 

履
歴
書 

二 

調
理
業
務
従
事
証
明
書
（
別
記
第
四
号
様
式
の
二
） 

二 

調
理
業
務
従
事
証
明
書
（
別
記
第
四
号
様
式
の
二
） 

三 

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
手
札
型
正
面
上
半
身
脱
帽
） 

三 

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
手
札
型
正
面
上
半
身
脱
帽
） 

四 

第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
と
現
在
の
氏
名
と
が
異
な
る
場
合
は
、

戸
籍
の
抄
本
又
は
謄
本 

四 

第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
と
現
在
の
氏
名
と
が
異
な
る
場
合
は
、

戸
籍
の
抄
本
又
は
謄
本 

２ 

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
出
願
前
の
直
近
の
試
験
に
係
る
受
験
願
書
を

知
事
に
提
出
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
同
項
の
受
験
願
書
に
添
え
て
提
出
す
る
と
き

は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
け
る
同
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
二
号
に
掲
げ

る
書
類
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
出
願
前
の
直
近
の
試
験
に
係
る
受
験
願
書
を
知
事
に
提

出
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
出
願
前
の
直
近
の
試
験
に
係
る
受
験
願
書
を
知
事

に
提
出
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
同
項
の
受
験
願
書
に
添
え
て
提
出
す
る
と
き
は
、
同

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
け
る
同
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
」

と
あ
る
の
は
、
「
当
該
出
願
前
の
直
近
の
試
験
に
係
る
受
験
願
書
を
知
事
に
提
出
し
た
こ

と
を
証
す
る
書
類
」
と
す
る
。 

（
試
験
委
員
） 

（
試
験
委
員
） 
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第
七
条 

試
験
（
指
定
試
験
機
関
が
行
う
試
験
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
務
を
行

わ
せ
る
た
め
試
験
委
員
を
置
く
。 

第
七
条 

試
験
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
た
め
試
験
委
員
を
置
く
。 

２ 
試
験
委
員
は
、
県
職
員
及
び
調
理
に
関
し
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
そ
の

都
度
知
事
が
任
命
し
、
又
は
委
嘱
す
る
。 

２ 

試
験
委
員
は
、
県
職
員
及
び
調
理
に
関
し
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
そ
の

都
度
知
事
が
任
命
し
、
又
は
委
嘱
す
る
。 

（
受
験
の
停
止
及
び
合
格
の
取
消
） 

（
受
験
の
停
止
及
び
合
格
の
取
消
） 

第
八
条 

受
験
者
が
試
験
に
関
し
不
正
の
行
為
を
し
た
場
合
は
、
知
事
は
、
当
該
不
正
行
為

に
関
係
の
あ
る
者
の
受
験
を
停
止
し
、
又
は
合
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。 

第
八
条 

受
験
者
が
試
験
に
関
し
不
正
の
行
為
を
し
た
場
合
は
、
知
事
は
、
当
該
不
正
行
為

に
関
係
の
あ
る
者
の
受
験
を
停
止
し
、
又
は
合
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。 

（
合
格
証
書
） 

（
合
格
証
書
） 

第
九
条 

試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
合
格
証
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

第
九
条 

試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
合
格
証
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

（
申
請
書
等
の
様
式
） 

（
申
請
書
等
の
様
式
） 

第
十
条 

前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
十
条 

前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
名
簿 

別
記
第
六
号
様
式 

一 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
名
簿 

別
記
第
六
号
様
式 

二 

施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
名
簿
訂
正
申
請
書 

別
記
第
七
号

様
式 

二 

施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
名
簿
訂
正
申
請
書 

別
記
第
七
号

様
式 

三 

施
行
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
名
簿
登
録
消
除
申
請
書 

別
記
第
八
号
様

式 

三 

施
行
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
名
簿
登
録
消
除
申
請
書 

別
記
第
八
号
様

式 

四 

施
行
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
免
許
証
書
換
交
付
申
請
書 

別
記

第
九
号
様
式 

四 

施
行
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
免
許
証
書
換
交
付
申
請
書 

別
記

第
九
号
様
式 

五 

施
行
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
免
許
証
再
交
付
申
請
書 

別
記
第

十
号
様
式 

五 

施
行
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
免
許
証
再
交
付
申
請
書 

別
記
第

十
号
様
式 

六 

施
行
令
第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
免
許
証
返
納
書 

別
記
第
十
一
号
様
式 

六 

施
行
令
第
十
四
条
第
四
項
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
免
許
証
返
納
書 

別
記
第
十
一
号
様
式 

 
 

 


